
実施期間：令和５年７月24日（月）から令和５年８月23日（水）まで

意見等の件数：11人から計39件

提出された意見等の内訳

項目 件数 反映数
１ 計画の枠組 0 0
２ 計画策定の背景 3 0
３ 基本目標とサブテーマ 1 0
４ 全体的な方向性 1 0
５ 今後５年間に実施する主な施策 32 5

柱Ⅰ 夢と生きる力を育む (3) (0)
柱Ⅱ 学びの基盤を支える (16) (1)
柱Ⅲ みんなで学びに関わる (13) (4)

６ 施策の推進方法 0 0
７ 目標 0 0
その他 2 0
意見・情報　合計 39 5

原案への御意見 県の考え方 計画等における対応（計画原案等の修正）

No. 頁 行 御意見等（要約） 頁 行 修正前 修正後

１ 計画の枠組

２ 計画策定の背景

1 4 25

「誰一人取り残されない学
び」とあるが、外国にルー
ツのある子どもの就学や進
路の現状の把握が必要。子
どもの権利条約に基づく
と、すべての子どもの権利
を保障しなければならな
い。そのような子どもたち
の声をすくいあげる仕組み
作りが求められる。

誰一人取り残されない学び
に向けては、御指摘の外国
にルーツのある子どもを含
め、様々な環境等にある人
たちの学びを支える観点が
重要と考えています。その
具体的な取組について、施
策の柱Ⅲに「困難な環境等
にある人の学びを支える」
取組を掲げております。

－ － － －

2 4 25

誰ひとり取り残されない学
びについて、社会的養護、
特に、一時保護中の児童が
学校に通える環境整備が必
要。

御指摘のように、一時保護
中の児童等の就学機会の確
保は重要と考えておりま
す。各市町の要保護児童対
策地域協議会などの枠組み
において関係機関等が充分
に連携され、就学機会の確
保が図られるよう取り組ん
でまいります。

－ － － －

3 10 10

ＩＣＴを活用すること自体
が目的になっているように
感じる。無理矢理使う事で
本来あった授業の魅力が失
われないか、その先生の良
さが消えないかという視点
を持つ必要がある。また、
ＩＣＴの使用頻度で評価さ
れるものではないと考え
る。
各学校の実状に応じて、無
理なく使用できるように取
組を進め、教育的効果がど
れほどあったのかを確認し
てほしい。

すべての教育活動をＩＣＴ
のみで実践できるものでは
ないと考えております。し
かしながら、学校現場で整
備されたＩＣＴ環境を教育
活動に活用する余地は存分
にあると考えており、引き
続き子どもの学びの充実を
第一に置いて取組を推進し
てまいります。

－ － － －

３ 基本目標とサブテーマ

4 17 4

個人の尊厳を重んじるとい
う人権の視点は教育におい
て、重要かつ土台となる視
点であり、人権教育を教育
の一分野とするのではな
く、社会全体の課題ととら
えるならば、基本目標の説
明に「個人の尊厳を重ん
じ」や、「差別のない未来
社会」と加えるべき。

御指摘のように、人権の尊
重は教育の基盤として重要
と考えております。こうし
た観点から、基本目標と一
体をなすサブテーマの説明
(P.17L.25)において、「一
人ひとりが大切にされ」と
表しているところです。

－ － － －

第４期滋賀県教育振興基本計画（原案）に対して提出された意見・情報ならびに県の考え方および対応について

別添１
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原案への御意見 県の考え方 計画等における対応（計画原案等の修正）

No. 頁 行 御意見等（要約） 頁 行 修正前 修正後

４ 全体的な方向性

5 19 2

「困難」というと、「困っ
た人」のような否定的な感
じに受け取ってしまう気が
するので「学習するにあた
り、支援が必要な場合」と
するほうがよいのではない
か。

御指摘の箇所は、「困難」
を「環境」へ修飾させてお
ります。学習者が困難な環
境に置かれる場合であって
も、一人ひとりを大切にし
た包摂的な対応を図ってい
く方向性を明示する趣旨と
して、原文のとおりとしま
す。

－ － － －

５ 今後５年間に実施する主な施策

柱Ⅰ 夢と生きる力を育む

6 27 18

学校のすべての教育活動は
校長のリーダーシップのも
とに行われているため、
「校長のリーダーシップの
もと…」の一文は、不要だ
と考える。

道徳教育は、学校の教育活
動全体で行う性格を持つも
のであることを踏まえ、校
長のリーダーシップによる
指導体制の構築を明示する
趣旨であるため、原文のと
おりとします。

－ － － －

7 27 21

人権教育はすべての教育活
動を通じて行われるべきで
あり、「豊かな心の育成」
のための具体的な取組のひ
とつではないと考える。人
権教育を柱Ⅰ～Ⅲを横断的
に貫く視点として、あるい
は土台として明示するべ
き。

御指摘のように、人権の尊
重は教育の基盤として重要
であることを踏まえ、計画
全体を貫くサブテーマの説
明(P.17L.25)において、
「一人ひとりが大切にさ
れ」と表しています。一
方、子どもの人権感覚の育
成などの具体的な人権教育
の取組についても計画に掲
げることが重要と考えるこ
とから、「豊かな心の育
成」の取組に掲げておりま
す。

－ － － －

8 31 9

就労準備は早いに越したこ
とはない。自己分析できる
し、他己分析を経て、天職
を見つけられるから。そう
いう、就労準備型のフリー
スクールや放課後デイサー
ビスに、補助金や施設助成
など、運営支援をやってみ
てはどうか。

社会的・職業的自立に向
け、必要な基盤となる能力
や態度を育むため、子ども
の発達段階に応じて職業
観・勤労観を育むキャリア
教育を実施することが重要
と考えており、今後も計画
に基づき推進してまいりま
す。なお、フリースクール
や放課後デイサービス等の
事業者とは、様々な状況に
ある子どもたちの健やかな
育ちや社会的・職業的自立
に向けて、適切に連携を
図ってまいります。

－ － － －

柱Ⅱ 学びの基盤を支える

9 38 3

教員の働き方改革につい
て、本来の教員の業務とそ
うでない業務の仕分けをす
べき。(例えば奨学金関係
業務や勤務時間外の保護者
対応等)また、教員一人当
たりの持ち時間数も、せめ
て週15時間程度に減らすこ
とが適切。

本計画案とは別に定める
「学校における働き方改革
取組計画」に基づき、教員
が担うべき業務に専念でき
る環境を確保するため、指
導・運営体制の充実を図る
とともに、学校業務の見直
し・効率化を推進してまい
ります。

－ － － －

10 38 3

教員業務のうち教員免許の
不要な業務が過剰となって
いる。

本計画案とは別に定める
「学校における働き方改革
取組計画」に基づき、教員
が担うべき業務に専念でき
る環境を確保するため、指
導・運営体制の充実を図る
とともに、学校業務の見直
し・効率化を推進してまい
ります。

－ － － －

11 38 3

小学校・中学校の３０人学
級編制や、神戸市のような
チーム担任制(モデル実施)
など実施できないか。

本県では義務標準法の改正
前より小中学校全学年の35
人学級編制に取り組んでき
たところです。また、学校
現場においてはティーム
ティーチング等に取り組ん
でいるほか、小学校高学年
の教科担任制に取り組んで
おり、各学校の状況に応じ
て一定程度柔軟に配置でき
ることとしております。

－ － － －
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原案への御意見 県の考え方 計画等における対応（計画原案等の修正）

No. 頁 行 御意見等（要約） 頁 行 修正前 修正後

12 38 7

コロナ禍で配置された、ス
クールサポートスタッフや
就職支援員が縮小されてい
るが、今後も必要。

地域の多様な人材に学校運
営に参画いただき、役割を
分担することが重要と考え
ております。今後も学校運
営に資する人材の配置に努
めてまいります。

－ － － －

13 38 7

支援員の業務知識を身に付
けるために、経験のある支
援員のいる学校でインター
ンをしてから配置してはど
うか。

御提案につきましては、今
後の取組の参考とさせてい
ただきたいと考えます。そ
の他、支援員の活動事例を
周知するなどして、各種支
援員が力を発揮していただ
けるように努めてまいりま
す。

－ － － －

14 38 15

教師の過剰負担は、教師自
体の不足が原因であり、教
師の増員が必要。

教員の配置については、標
準法の規定に基づく配置の
ほか、小中学校全学年での
35人学級編制や、様々な教
育課題への的確な対応を図
るための加配等を行ってい
るところです。また、多様
な人材の参画を得て、学校
において役割の分担を図っ
ております。今後もこうし
た取組を推進し、教員の負
担が過重とならないように
図ってまいります。

－ － － －

15 38 31

不適切な対応を行った教職
員を許さないことを明記す
べき。

教職員が不適正な行為を
行った場合には厳正に対処
しております。本計画案で
は、教職員に求められる基
本的な資質能力として、教
育的愛情や倫理観、向上心
を位置付け、資質能力の向
上に取り組むこととしてお
り、子どもたちの学びの基
盤の確保に向けて、取組を
推進してまいります。

－ － － －

16 41 2

メンタルヘルスに問題のあ
る子どもの認知の状況に鑑
みれば、子どもが担任など
教職員を信じていない場合
もある。そのような場合、
養護教諭が担任教諭と連携
せずに、外部専門家に相談
できるように規定を整備す
べき。

子どもの心の健康を確保し
ていくために、養護教諭は
専門的な観点から地域の関
係機関との連携における
コーディネーターの役割が
期待されるところであり、
必要に応じて、関係機関等
とも連携を図ることとして
おります。

－ － － －

17 43 11

チャットＧＰＴなどの生成
ＡＩをはじめ、飛躍的な技
術的進歩を遂げている人工
知能(ＡＩ)を教育に積極的
に取り入れることについて
も計画に記載した方がよい
のではないか。

御指摘のように、最近の人
工知能(ＡＩ)の技術的進歩
には特に目覚ましいものが
あると認識しております。
こうした新たなテクノロ
ジーを教育に活用すること
は重要であることから、教
育ＤＸの取組において追記
することとします。

43 13

子どもたちの１人１台端末
環境を安定的に運用すると
ともに、教育活動へのＩＣ
Ｔ活用を推進し、・・・

子どもたちの１人１台端末
環境を安定的に運用すると
ともに、飛躍的に進歩して
いる人工知能(ＡＩ)を含
め、教育活動へのＩＣＴ活
用を推進し、・・・

18 43 28

ＧＩＧＡスクール構想の
下、生徒一人に１台のコン
ピュータは配備されたが、
高速ネットワーク環境は十
分には整備されていない。
より強力なネット環境の整
備が不可欠。

ＩＣＴを教育に最大限に活
用するため、ネットワーク
環境の確保は重要と考えて
おります。各学校で支障が
生じていないか把握したう
えで、ネットワークへの負
荷の少ない授業支援ソフト
の導入など、ソフト面の対
策も含めて取り組んでまい
ります。

－ － － －

19 44 23

膳所高校が15年以上前に新
校舎になって以降、滋賀県
で全面新校舎になった学校
はなく、老朽化が進んでい
る。今後の新校舎計画も耳
にしておらず、近い将来、
事故が起きないか心配。多
額の予算が必要なため、一
気にすべてを整えることは
無理だと思うが、中長期的
な計画で考えていかないと
手遅れになるのではない
か。

児童生徒等の安全を十分に
図る観点から、点検等によ
り的確に学校施設の状況を
把握し、長寿命化も図りな
がら、計画的に施設を管理
してまいります。

－ － － －
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原案への御意見 県の考え方 計画等における対応（計画原案等の修正）

No. 頁 行 御意見等（要約） 頁 行 修正前 修正後

20 45 1

2022年9月の国連の勧告に
もあるように、インクルー
シブ教育が国際的な流れに
なっている。「地域で共に
生きていくための力を育て
る」ためには、障害のある
子どもと共に学び合う集団
づくりが重要であり、イン
クルーシブな集団づくりを
具体的な取組として加える
ことが望ましい。

インクルーシブ教育の理念
を念頭に、障害のある子ど
もの多様な教育的ニーズに
応じて学びの機会を設ける
ことが重要と考えておりま
す。具体的な取組の一つと
して、計画には副籍制度を
掲げております。副籍制度
は、全ての子どもたちが、
障害の有無にかかわらず、
互いの違いやよさ等を認め
合うことができ、支え合い
ながら共に学ぶことで共生
社会の実現を目指すことを
目的とするものです。

－ － － －

21 46 15

特に思春期以降に顕在化す
る傾向がある「強度行動障
害」について、特別支援学
校において強度行動障害の
状態に児童・生徒が陥らな
いよう、教員全員が特性を
理解し、一貫した支援に取
り組む体制が必要であるこ
とを追記していただきた
い。

強度行動障害を含め、障害
のある子どもたちの特性や
状態は多様であり、個々に
明記することは困難です
が、一人ひとりの特性や状
態に応じて、きめ細かく指
導に取り組んでまいりま
す。

－ － － －

22 49
7
他

数か所

「円滑な接続」とあるが、
「接続」という言葉は物み
たいなイメージがあるの
で、「円滑な移行」の方が
一層適切なのではないか。

幼児教育と小学校教育な
ど、異なる学校段階間での
学びにおいて、お互いのつ
ながりを意識しながらより
充実したものとしていく趣
旨として、文部科学省が定
める幼稚園教育要領等にお
いて「接続」と表現されて
おり、同要領に即して「接
続」の語を用いておりま
す。

－ － － －

23 47 25

魅力化を強要されることで
生徒も先生も疲弊している
ように感じる。今の高校で
新たな取組を行うためには
行事の精選、教職員の増員
や少人数指導のしくみが必
要。トップダウンではな
く、ボトムアップにより生
徒や先生が主体的に取り組
める環境を整えてほしい。

「滋賀の県立高等学校魅力
化プラン」については、各
校でこれまでから取り組ん
でいる特色ある教育活動や
各校それぞれの検討を踏ま
えて策定しております。今
後も各校の主体的な取組が
推進されるよう、学校現場
をしっかり支えてまいりま
す。

－ － － －

24 48 33

切れ目のない教育のために
就学前の教職員の勤務環境
の整備についての言及が必
要と考える。

御指摘の観点は重要であ
り、機会を捉えて幼児教
育・保育施設の設置主体に
必要な周知を図ってまいり
ます。

－ － － －

柱Ⅲ みんなで学びに関わる

25 53 34

「視覚障害者等の」と書か
れていますが、視覚障害者
のみに焦点が当たりがちな
ので
「視覚障害者、知的・発達
障害者等」としてほしい。

御指摘のとおり、読書バリ
アフリーは視覚障害者のみ
を対象とするものでなく、
例示いただいた知的障害や
発達障害のある方、肢体に
不自由がある方なども対象
としており、こうしたこと
が分かるよう、注釈を追加
いたします。

53
欄外
(注釈)

－

視覚障害者等**

** 視覚障害者等の読書環境
の整備の推進に関する法律
第２条により規定される、
視覚障害、発達障害、肢体
不自由その他の障害を含む
障害者。

26 54 30

「学校図書館長の役割も担
う校長のリーダーシップの
もと、」を加えてほしい。
学校図書館の経営や利活用
にあたっても校長のリー
ダーシップが必要不可欠で
あり、校長は自らが学校図
書館長の役割を担っている
ことを自覚すべきという
ニュアンスが正しく伝われ
ばありがたい。

御指摘のように校長が自ら
のリーダーシップの重要性
を自覚することは重要と考
えられますので、御意見に
沿い、表現を追加すること
といたします。 54 30

◆　学校図書館が組織的に
運営され、学校全体の計画
のもと、・・・

◆　学校図書館長の役割も
担う校長のリーダーシップ
のもと、学校図書館が組織
的に運営され、学校全体の
計画のもと、・・・

27 55 8

この項目では、視覚障害者
ばかりの記載となっている
ので、ＬＬブックやオー
ディオブック、デイジー図
書など知的に障害のある人
が読書に出会えるような記
載をしていただきたい。

御提案いただいたＬＬブッ
ク等を含め、多様な形態の
書籍を利用できる環境整備
が重要であると考えてお
り、「アクセシブルな電子
書籍等」と総称しておりま
したが、より幅広く捉えら
れるように表現を見直すこ
とといたします。

55

64

20
(注釈)

18

◆　視覚障害者等が書籍等
を円滑に利用できるよう
に、アクセシブルな電子書
籍等の利用を支援するほ
か、・・・

◆　視覚障害者等が書籍等
を円滑に利用できるよう
に、アクセシブルな書籍等
**の利用を支援するほ
か、・・・

**　ＬＬブック(分かり易く
読み易い形で作成された図
書)、デイジー図書(国際規
格に則り作成された電子図
書)等の視覚障害者等が利
用しやすい書籍等。
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原案への御意見 県の考え方 計画等における対応（計画原案等の修正）

No. 頁 行 御意見等（要約） 頁 行 修正前 修正後

28 55 8

○この項目に以下の内容を
追加していただきたい。
◆　日本語が得意でない方
や、知的・発達障害のある
方をはじめとした一般的な
情報提供では理解が難しい
様々な方にとっても読みや
すいLLブック等の書籍が気
軽に利用できるよう関係機
関との連携に取り組みま
す。

御提案の取組につきまして
は、P.55L.14の取組に包含
されております。視覚障害
者だけでなく、知的・発達
障害のある方や、通常の活
字による読書が困難な方に
係る関係団体・支援団体と
も連携しながら取り組んで
まいります。

－ － － －

29 60 10

早寝、早起き、朝ご飯の推
進にあたり、多様な働き
方、ひとり親世帯など、そ
れぞれの家庭背景を念頭に
おけば、不可能なのである
から、別の施策を検討すべ
き。もとより家庭の問題で
あり、学校において指導す
べきことではない。教育と
して推進されることで、自
分の家庭は普通ではない、
と追い込まれる当事者が存
在したことは、近年明らか
となっている。家庭の自己
責任とするような取組であ
れば、推進の弊害について
十分検討するべき。

「早寝・早起き・朝ごは
ん」など子どもの規則正し
い生活習慣づくりは、子ど
もの健やかな育ちにとり重
要と考えております。他
方、多様な家庭環境を踏ま
え、取組が強迫的になって
はならないと考えており、
個々の家庭の状況に寄り添
いながら、きめ細かく取り
組んでまいります。

－ － － －

30 62 11

日本語指導において，特に
日本語が全くできない子ど
もへの支援が最も重要かつ
困難な課題である。県とし
て、「日本語初期指導パッ
ケージ」として，教材，指
導マニュアルなどを開発
し，市町で質の高い受入れ
ができるよう支援する必要
がある。

御指摘のように、来日間も
ない場合など、初期の日本
語指導は子どもにとり大変
重要なものと認識しており
ます。県では国の補助金を
活用した委託事業などで、
各市町の初期指導等の取組
を支援しておりますが、今
後も必要な支援に取り組ん
でまいります。

－ － － －

31 62 11

「日本語指導」「日本語能
力の習得」だけでなく教科
指導を充実させ、学力保
障、進路保障を実現するこ
とが必要。あわせて、日本
語指導が必要な生徒の進路
保障のため、高校入試にお
ける外国人特別入試の実施
を検討すべき。現状改善の
ため、日本語指導が必要な
生徒の公立高校進学率向上
を指標に加える必要があ
る。

日本語指導が必要な子ども
たちへの教科指導につきま
しては、通常の教育課程の
ほか、一人ひとりの状況に
応じた特別の教育課程の編
成や、個別の指導計画の作
成など、きめ細かな指導の
普及を図っており、今後も
取組を推進してまいりま
す。御指摘のような高等学
校進学を見据えた取組の充
実は重要な観点であり、今
後の取組の参考といたしま
す。

－ － － －

32 62 11

「母語支援」だけでなく
「母語・母文化学習」にも
取り組む必要がある。能力
を十分に伸ばせる環境が必
要である。

安心して学校生活を送るた
めの母語支援とは別に、外
国人児童生徒等が母語や母
文化への理解を深めること
は、自身のアイデンティ
ティの確立など重要な意義
のあるものと考えておりま
す。このことに関しては、
多文化共生に向けた施策と
して取り組んでまいりま
す。

－ － － －

33 62 11

生活言語レベルの日本語に
は問題がない子どもの支援
として、たとえば保幼との
連携のもとで、就学準備教
室（プレスクール）を開催
し、保護者とあわせて支援
を行う必要がある。

御指摘のような、小学校入
学前の外国にルーツのある
子どもに就学準備支援を行
う取組を実施されている市
町があると承知しておりま
す。円滑な学校生活を送る
うえで重要な取組と認識し
ており、県としても必要な
連携を図ってまいります。

－ － － －

34 62 11

小学校以上で、日本語の学
習言語能力において課題が
あっても、生活言語能力の
高さゆえ、日本語指導が必
要な子どもとして十分に把
握されていないのではない
か。県として独自の調査も
必要ではないか。

日本語での学習に必要な能
力の測定については、文部
科学省が開発した測定法
「ＤＬＡ」の普及を図って
おります。当該手法によ
り、個々の子どもの能力を
的確に把握し、必要に応じ
て個別の指導計画を作成す
るなど、きめ細かな指導に
つながるように取り組んで
まいります。

－ － － －
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原案への御意見 県の考え方 計画等における対応（計画原案等の修正）

No. 頁 行 御意見等（要約） 頁 行 修正前 修正後

35 62 16

不就学の子どもの就学促進
は重要ではあるが，文部科
学省の調査結果を見ると、
滋賀県の不就学の子どもは
0名となっており、滋賀県
内の不就学対策は一定の成
果に達していると考えられ
る。優先事項は現状に鑑み
て選択すべきではないか。

御指摘のとおり、直近の調
査において本県で不就学の
状態にある外国人等の子ど
もはおりませんが、コロナ
禍を経て外国人等県民が再
び増加するとともに、不就
学の子どもが生じる可能性
を見据え、取組姿勢を示す
ことが必要と考えておりま
す。

－ － － －

36 62 20

外国人住民の日本語学習は
地域への定着と並行して行
われることが重要であり、
他部局との連携をこれまで
以上に密接に行ってほし
い。なお、表現として「外
国人等住民に係る多文化共
生や日本語教育の推進」と
いうと、外国人住民だけが
施策の対象のように読める
が、「多文化共生」の対象
は日本人住民なので、例え
ば「多文化共生や外国人等
住民に係る日本語教育の推
進」としては。

多文化共生の取組について
は、日本人住民、外国人等
住民双方を対象とする施策
であると認識しておりま
す。全般的な多文化理解促
進については、「外国語教
育の充実およびグローバル
社会で活躍するための学び
の充実」(P.30)で取組を示
しておりますが、本項目で
は外国人児童生徒等におけ
る母文化の理解や、クラス
メイトにおける異文化の理
解促進などに取り組む趣旨
として、原文のとおりとい
たします。

－ － － －

37 63 10

不登校だけではなく、ヤン
グケアラー、病欠しがちな
子など、全ての日数の登校
や、授業への出席を前提と
することができない子がい
る。この子たちに、福祉的
な支援ではなく、学習の支
援もしてほしい。

御指摘のように、不登校以
外にも学校に通えない、ま
たは通いにくい状況にある
子どもたちに対し、福祉的
な面と、学びの面の双方か
ら支援することが重要であ
り、対象をより幅広に捉え
ることができるように見直
すこととします。

63 18
◆　不登校や引きこもりの
状態にある子どもへ
の・・・

◆　不登校や引きこもり等
の登校が困難な状態にある
子どもへの・・・

６ 施策の推進方法

７ 目標

その他

38 － －

全県一区になり、湖西や湖
北の高校は定員割れが頻発
し活気が失われているよう
に感じる。普通科に特徴を
もたせることは難しく、南
部から北部への移動はほと
んどなかった。全県一区は
一定の学校に限定し学区制
を復活させた方が多くの学
校に活気がでるのではない
か。

県立普通科高等学校通学区
域全県一区制度につきまし
ては、制度導入から10年を
経た平成28年度に検証を行
い、制度導入のねらいであ
る中学生の主体的な高校選
択や特色ある学校づくりが
進み、生徒や保護者にも受
け入れられていることか
ら、継続することとし、令
和４年３月策定の「これか
らの滋賀の県立高等学校の
在り方に関する基本方針」
でも継続が確認されていま
す。幅広い選択肢の中に
あって、選ばれる学校づく
りが重要であり、引き続き
魅力ある県立高等学校づく
りを推進してまいります。

－ － － －

39 － －

不合理といわれる校則、自
動車免許、自動二輪免許の
制限がある。これらについ
て、学校側が、見直す姿勢
を示してほしい。市民が学
校の権利侵害に気づけるよ
うに、校則を公表すべき。

本計画案においては、自主
的な校内ルールの検討など
の生徒会活動の活性化の促
進にも取り組むこととして
おり(P.30L.19)、透明性を
確保しつつ、生徒の主体的
な参画を得たルールの検討
に取り組んでまいります。
なお、定められている校則
を公開していない県立高等
学校はございません。

－ － － －
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